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(57)【要約】
【課題】携帯端末装置自身で効率良く充電できるように
する。
【解決手段】携帯端末本体を構成する筺体と、携帯端末
本体内の回路に電源を供給する二次電池と、筺体と所定
の回転軸を介して回転自在に接続される補助部材と、補
助部材に対する回転軸を回転中心とした筺体の回動によ
り起電力を得る発電部と、発電部で得た電力を整流して
二次電池に供給して充電させる整流部とを備える携帯端
末装置として構成した。この携帯端末装置を補助部材で
ユーザに支持させることで、歩行などに伴って、携帯端
末装置自身が揺れ動き、発電部が発電して、効率よく充
電されるようになる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末本体を構成する筺体と、
　携帯端末本体内の回路に電源を供給する二次電池と、
　前記筺体と所定の回転軸を介して回転自在に接続される補助部材と、
　前記補助部材に対する前記回転軸を回転中心とした前記筺体の回動により起電力を得る
発電部と、
　前記発電部で得た電力を整流して前記二次電池に供給して充電させる整流部とを備える
携帯端末装置。
【請求項２】
　前記補助部材は、衣服又はバッグに装着可能な形状又は機構を備えた
　請求項１記載の携帯端末装置。
【請求項３】
　前記補助部材は、前記携帯端末本体の一部を構成する副筺体であり、
　前記回転軸を介して前記副筺体を回転させて開くことにより、携帯端末として使用でき
る形態とすることができる
　請求項１記載の携帯端末装置。
【請求項４】
　二次電池を内蔵した携帯端末を保持する端末保持部と、
　前記端末保持部で保持した携帯端末と電気的に接続させる接続部と、
　前記端末保持部と所定の回転軸を介して回転自在に接続される補助部材と、
　前記補助部材に対する前記回転軸を回転中心とした前記端末保持部の回動により起電力
を得る発電部とを備え、
　前記発電部で得た電力を前記接続部を介して前記携帯端末に供給して、前記二次電池を
充電させる端末保持装置。
【請求項５】
　前記端末保持部と前記補助部材との間を、弾性部材を介して接続した
　請求項４記載の端末保持装置。
【請求項６】
　前記補助部材は、衣服又はバッグに装着可能な形状又は機構を備えた
　請求項４記載の端末保持装置。
【請求項７】
　携帯端末本体内の回路に電源を供給する二次電池を備えた第１の筐体と、
　前記第１の筐体を格納するとともに、文字又は画像を表示する表示部と操作キーが配置
される第２の筐体と、
　前記第１の筐体を、前記第２の筐体に対して回転自在に接続する回転軸と、
　前記第１の筐体内部に設けられ、前記回転軸を回転中心とした前記第１の筺体の回動に
より起電力を得る発電部と、
　前記第１の筐体内部に設けられ、前記発電部で得た電力を整流して前記二次電池に供給
して充電させる整流部とを備える携帯端末装置。
【請求項８】
　前記第１の筐体と前記第２の筐体との間を、弾性部材を介して接続した
　請求項７記載の端末保持装置。
【請求項９】
　前記発電機は、ギヤードモータで構成される
　請求項７記載の携帯端末装置。
【請求項１０】
　前記第１の筐体の四隅には、所定の角度を有する傾斜面が設けられる
　請求項７記載の携帯端末装置。
【請求項１１】
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　前記第１の筐体は球状の形状であり、前記回転軸は、前記第１の筐体の重心位置より上
方に配置される
　請求項１０記載の携帯端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば内蔵された二次電池を電源とする携帯電話端末に適用して好適な携帯
端末装置、及びその携帯端末装置を保持する端末保持装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話端末などの携帯用として小型に構成された電子機器が各種普及している。例え
ば、携帯電話端末以外にも、小型の情報処理端末装置であるＰＤＡ装置、携帯用ゲーム機
器などがある。以下の説明では、これらの携帯用として小型に構成された電子機器を、携
帯端末装置と称する。
【０００３】
　このような携帯端末装置は、二次電池が内蔵され、その二次電池を電源として使用する
ようにしてある。従って、携帯端末装置を充電することなく使用できる時間は、二次電池
の容量により決まる。
【特許文献１】特開平１０－３１３９３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような携帯端末装置の使用可能時間を長時間化するために、例えば上述した特許文
献１に記載の携帯電話端末では、その携帯電話端末の着信時に端末本体を振動させるアク
チュエータ用モータを、着信時以外の場合に、発電機としても使用する技術についての記
載がある。
　即ち、携帯電話端末が備える振動用のモータを、振動させる必要のない非使用時に端末
に加わる力で揺動させて、その揺動によって発電して、二次電池を充電させる構成につい
ての記載がある。例えば、携帯電話端末を持ち歩く際に端末に加わる力で、発電して充電
させるものである。
【０００５】
　ところが、この種の携帯電話端末が内蔵する、端末本体を振動させるアクチュエータ用
モータは、非常に小型なモータであり、そのモータで回転させる部材も小型であり、その
モータを発電機として利用しても、回転部材に加わる力でモータにより発電される電力は
ごく僅かであり、二次電池を充電させても、携帯端末装置の持続時間を長くする効果はほ
とんど得られない。
【０００６】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、携帯端末装置の充電を効率良く行うこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、携帯端末本体を構成する筺体と、携帯端末本体内の回路に電源を供給する二
次電池と、筺体と所定の回転軸を介して回転自在に接続される補助部材と、補助部材に対
する回転軸を回転中心とした筺体の回動により起電力を得る発電部と、発電部で得た電力
を整流して二次電池に供給して充電させる整流部とを備える携帯端末装置として構成した
ものである。
【０００８】
　また本発明は、二次電池を内蔵した携帯端末を保持する端末保持部と、端末保持部で保
持した携帯端末と電気的に接続させる接続部と、端末保持部と所定の回転軸を介して回転
自在に接続される補助部材と、補助部材に対する回転軸を回転中心とした前記端末保持部
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の回動により起電力を得る発電部とを備え、発電部で得た電力を接続部を介して携帯端末
に供給して、二次電池を充電させる端末保持装置として構成したものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によると、例えばユーザが補助部材側を衣服やカバンなどに取り付けて、携帯端
末装置を持ち歩くことで、ユーザの歩行などの動きで、補助部材に対して携帯端末装置自
身が振り子のように揺動して回動し、その回動に対応して発電機が発電を行うことで、二
次電池を充電することができる。この場合、携帯端末本体自身が揺動して回動することで
、比較的大きな質量を持った物体の回動による発電となり、携帯端末装置としては、比較
的大きな電力の発電ができ、二次電池を効率よく充電できる。従って、携帯端末装置の二
次電池の持続時間を効果的に長くすることができるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の第１の実施の形態を、図１～図６を参照して説明する。
　図１及び図２は、本実施の形態の構成例を示した図である。図１は正面側を示した斜視
図であり、図２は側面を示した図である。
　図中、１０は携帯電話端末本体を示し、携帯電話端末本体１０には、所定の筺体内に携
帯電話端末を構成する各部材が内蔵させてある。携帯電話端末本体１０の表面には、表示
部１１及び操作キー１２が配置してある。表示部１１は、例えば液晶表示パネルなどの画
像表示パネルで構成され、文字や画像の表示が可能である。また、筺体の上端側にスピー
カ１３が内蔵させてあり、筺体の下端側にマイクロホン１４が内蔵させてあり、この端末
本体１０を構成する筺体をユーザの顔に近づけることで通話が可能な構成としてある。
【００１１】
　そして本例の携帯電話端末本体１０には、表示部１１などが配置された筺体の表面側と
は反対側の裏面の上端寄りの位置に、補助部材２０を配置してある。この補助部材２０は
、携帯電話端末本体１０を構成する筺体と、軸部３０を介して接続させてある。そして、
この軸部３０を回動中心として、携帯電話端末本体１０と補助部材２０とのなす角度を自
在にして、自由に揺れ動くことができる構成としてある。
　即ち、図１に矢印θａ及びθｂとして示すように、補助部材２０を固定したとき、携帯
電話端末本体１０が軸部３０を回動中心として、矢印θａ及びθｂに示す方向に自由に揺
れ動くことができる構成としてある。
【００１２】
　そして、電話端末本体１０内の軸部３０の支持部には、発電機３１を内蔵させてある。
この発電機３１は、補助部材２０が取り付けられた軸部３０に対して、電話端末本体１０
が矢印θａ及びθｂに回動したとき、その回動によって発電機３１の発電用軸が回り、起
電力を得て発電を行うものである。本例の場合、軸部３０の矢印θａ及びθｂの方向の回
動は、数１０°程度の回動角度であり、その数１０°程度の回動で発電ができる構成の発
電機３１としてある。
【００１３】
　補助部材２０は、図２に示すように、フック２１を設けてある。このフック２１は、携
帯電話端末を所持するユーザの衣服（ここでの衣服にはベルトなども含まれる）やカバン
などに装着するための機構である。フック２１以外の形状又は機構で、衣服やカバンなど
に装着できるようにしてもよい。
【００１４】
　次に、本実施の形態の例の携帯電話端末本体１０の内部構成を、図３を参照して説明す
る。
　図１に示した表示部１１と操作キー１２は、無線電話回路１５に接続してあり、また、
スピーカ１３及びマイクロホン１４についても無線電話回路１５に接続してあり、この無
線電話回路１５で、通話やメールの送受信、インターネットへの接続などの携帯電話端末
として必要な処理を行う。この無線電話回路１５には、アンテナ１６が接続してある。
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　無線電話回路１５とその周辺回路は、電源回路１８からの所定電圧の供給で作動する。
電源回路１８には、リチウムイオン電池などの二次電池１７が接続してあり、その二次電
池１７を電源として使用する。電源回路１８では、二次電池１７から得た電源を、無線電
話回路１５などが必要とする電圧への変換や電圧安定化などの処理を行う。
【００１６】
　そして本例においては、先に説明した発電機３１を備え、その発電機３１で得た電源を
、整流回路１９を介して二次電池１７に供給して充電させる構成としてある。
　なお、充電を行った際には、その充電量を何らかの数値として表示部１１で表示させる
ようにしても良い。あるいは、表示モードで充電に関する情報を表示させた際に、累計の
充電量を表示させるようにしても良い。
【００１７】
　このように構成される携帯電話端末本体１０をユーザが所持する際には、例えば図２に
示す補助部材２０のフック２１を、ユーザの衣服又はバッグなどに装着させ、補助部材２
０側を衣服又はバッグ側に固定させる。
　図４の使用例は、ユーザの衣服に装着した例である。この図４に示すように装着するこ
とで、ユーザが歩行することで、そのときに携帯電話端末本体１０に加わる加速度で、携
帯電話端末本体１０が軸部３０を中心として、前後に揺れ動くようになる。その揺れ動き
が、発電機３１での軸部３０の回転として伝わり、発電機３１で対応した発電を行い、二
次電池１７が充電される。
【００１８】
　次に、図５及び図６を参照して、本実施の形態による構成での発電状態の例について説
明する。
　図５は、本実施の形態の例の携帯電話端末装置に加わる振動状態を解析したものである
。
　この図５において、発電機３１に接続された軸部３０の中心をＯ０としてあり、揺れ動
く携帯電話端末本体１０の重心位置をＯ１としてあり、水平方向（ｘ方向）を横軸とし、
垂直方向（ｙ方向）を縦軸として、歩行などで携帯電話端末本体１０が揺れ動いて、その
携帯電話端末本体１０と補助部材２０とのなす角度θの変化で、軸部３０を回転させる力
Ｆｃが働く状態を示している。
　この図５に示すようにモーメントが働くことで、発電機３１での発電が行われ、二次電
池１７が充電される。
【００１９】
　図６は、この図５に示すような実際の歩行状態を想定したモーメントが発生した場合の
、発電機３１での発電量を示した図である。
　ここでは発電機３１として、タイプＡ，タイプＢ，タイプＣ，タイプＤの特性がそれぞ
れ異なる４種類の発電機を用意して、発電電圧の変化を示したものである。図６（ａ）が
タイプＡの特性、図６（ｂ）がタイプＢの特性、図６（ｃ）がタイプＣの特性、図６（ｄ
）がタイプＤの特性である。それぞれ縦軸が電圧（Ｖ）であり、横軸が時間（ｔ）である
。
【００２０】
　図６の各例から判るように、０Ｖを中心として＋側への数Ｖの電圧発生と、－側への数
Ｖの電圧発生とが、端末が揺れる状態に対応して交互に発生している。これらの発生電圧
は、図３に示した整流回路１９で整流されて、二次電池１７が充電される。
　表１は、各タイプでの平均発生電圧（Ｖ）と平均発電量（Ｗ）を示したものである。
【００２１】
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【表１】

【００２２】
　この表１から判るように、小型の携帯電話端末装置のための発電機構としては、比較的
高い発電量が得られていることが判る。
【００２３】
　なお、図１，図２の例では、補助部材２０がユーザ側に取り付けられる面に対して、軸
部３０がほぼ９０°の角度で直角に伸びるように配置した。これに対して、軸部３０が装
着された面に対する軸部３０の軸中心のなす角度を、可変できる構成として、最も効率よ
く揺れ動く角度を、設定できるようにしてもよい。
【００２４】
　次に、本発明の他の実施の形態を、図７及び図８を参照して説明する。
　図７例の携帯電話端末装置は、第１筐体５０と第２筐体６０との２つの筐体を接続して
構成される。第１筐体５０と第２筐体６０とは、図７及び図８に示すように、軸部５１で
回転可能に接続してある。第１筐体５０には、操作キー５２が配置してあり、第２筐体６
０には、表示部６１が配置してある。操作キー５２は、第１筐体５０と第２筐体６０とを
閉じた際に隠れる位置に配置してある。
【００２５】
　この携帯電話端末装置を使用する際には、閉じた状態から、図７に示すように軸部５１
を中心として第１筐体５０を１８０°回動させて、第２筐体６０に対して開いて、操作キ
ー５２で操作できる状態として、使用する。収納時には、第１筐体５０と第２筐体６０と
が重なるようにする。但し、後述する発電が可能な状態で収納する場合には、第１筐体５
０に対して、第２筐体６０が自由に振れるような状態としておく。また、図示はしないが
、第１筐体５０側の裏面（操作キー５２が配置される面と反対側の面）には、図２に示し
たフック２１と同様の、ユーザの衣服，ベルトやバッグなどに取り付けるための機構を設
けておく。
【００２６】
　そして本例においては、図８に破線で示すように、第１筐体５０内に発電機５３を設け
て、その発電機５３で軸部５１の回動により発電を行う構成とする。端末装置内で発電機
５３が接続される回路構成については、既に図３に示した構成と同様である。
【００２７】
　このように構成して、本例の端末装置をユーザが所持する際には、第１筐体５０側を図
４の例と同様に、衣服などに装着させる。このようにすることで、ユーザの歩行などによ
り加わる力で、第２筐体６０側が軸部５１を中心として揺れ動き、その動きに基づいて発
電機５３が発電を行うようになる。発電により得た電力で、第１筐体５０又は第２筐体６
０に内蔵された二次電池を充電させる。
　このようにして充電を行うことで、図１例の携帯電話端末装置と同様に、効率よく二次
電池を充電させることができる。
【００２８】
　図９は、本発明のさらに別の実施の形態を示したものである。図９例では、本発明を携
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帯端末保持装置に適用したものである。図９（ａ）は端末装置を収納していない状態を示
し、図９（ｂ）が収納した状態を示す。
　図９において、７０は端末ホルダを示し、この端末ホルダ７０には、左右の側部７１，
７２と底部の収納部７３とで、図９（ｂ）に示したように携帯電話端末本体８０を収納す
る構成としてある。
【００２９】
　そして、端末ホルダ７０は、軸部７５を介して回動自在に補助部材７４が取り付けてあ
り、端末ホルダ７０内又は補助部材７４内には、軸部７５に連結された発電機７６を設け
てある。補助部材７４には、例えば図２に示したフック２１と同様の、装着機構を設ける
。発電機７６で得た電力は、端末ホルダ７０が内蔵した整流回路で整流した上で、信号線
７８の先端のプラグ７７から出力させる構成としてある。
　プラグ７７は、図９（ｂ）に示すように、携帯電話端末本体８０側の端子部８１に接続
可能なプラグとしてあり、携帯電話端末本体８０に接続することで、発電機７６で発電し
た電力で、携帯電話端末本体８０内の二次電池が充電される。なお、図９（ｂ）の例では
信号線で電気的に接続させる構成としたが、収納部７３の底面などに、携帯電話端末本体
８０側の充電用端子と直接接続される接点を設けるようにしてもよい。
【００３０】
　このように構成したことで、図９（ｂ）に示すように、携帯電話端末本体８０を収納し
て接続させて、端末ホルダ７０の補助部材７４をユーザの衣服などに装着することで、端
末ホルダ７０及びそのホルダに収納された携帯電話端末本体８０が揺れ動き、その動きに
対応して、発電機７６で発電が行われる。
　この図９に示した如き携帯端末保持装置に適用したことで、図１例などのような発電機
を内蔵していない端末装置の場合でも、充電させることができ、汎用性が向上する。
【００３１】
　図１０は、この携帯端末保持装置として構成した場合のさらに別の例を示した図である
。
　図１０において、端末ホルダ９０は、携帯電話端末１００を保持した状態で示してある
。
　端末ホルダ９０は、ホルダ本体として、Ｌ字型を若干変形させた形状で構成させてある
。その端末ホルダ９０の一端寄りには、軸部９１が取り付けてあり、端末ホルダ９０内に
、その軸部９１の回動で発電を行う発電機９７と、その発電機９７で得た電力を整流する
整流回路９８とを取り付けてある。
【００３２】
　軸部９１には、第１端末保持部９２が取り付けてあり、この第１端末保持部９２の端末
挟持部９２ａ，９２ｂで、携帯電話端末１００の上端を挟んで保持する構成としてある。
第１端末保持部９２は、軸部９１を回動中心として所定の角度回動することが可能な構成
としてあり、その第１端末保持部９２の回動が軸部９１を介して発電機９７に伝わり、発
電される構成としてある。
【００３３】
　さらに、Ｌ状の端末ホルダ９０の一端側から伸びた他端部９０ａの先端には、弾性部材
であるコイルバネ９４を介して、第２端末保持部９３が取り付けてある。第２端末保持部
９３は、端末挟持部９３ａ，９３ｂで、携帯電話端末１００の下端を挟んで保持する構成
としてある。携帯電話端末１００は、表示部１０１や操作キー１０２などが配置される。
　また、Ｌ状の端末ホルダ９０の所定箇所から引き出された信号線９５の先端のプラグ９
６を、携帯電話端末１００の端子部１０３に接続させる。この信号線９５は、上述した整
流回路９８で整流された発電機９７の出力が供給される信号線である。
【００３４】
　図１０に示すように、携帯電話端末１００の上端と下端とを、それぞれ第１端末保持部
９２と第２端末保持部９３とで保持した状態として、プラグ９６を携帯電話端末１００に
接続することで、この端末ホルダ９０で得た電力で、携帯電話端末１００が充電される構
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成となる。
　即ち、携帯電話端末１００の上端を保持した第１端末保持部９２の回動中心である軸部
９１を中心として、携帯電話端末１００が回動できる構成としてある。ここで、第２端末
保持部９３と端末ホルダ９０の他端部９０ａとをコイルバネ９４で接続したことで、外部
から力が加わることで、コイルバネ９４の弾性力により振動して、携帯電話端末１００が
回動を繰り返すことになる。図１０では、矢印θａへの所定角度の回動と、矢印θｂへの
所定角度の回動とを繰り返すことになり、その回動により良好な発電が行われるようにな
る。なお、歩行などに伴って加わる力によって、最も効率良く端末１００が振動するよう
に、コイルバネ９４の弾性力を設定する必要がある。コイルバネ９４以外の弾性部材を使
用してもよい。
【００３５】
　この図１０に示すような構成とした場合には、例えばカバンの中などに入れて、持ち歩
いた状態でも効率よく発電が行われ、非常に効率のよい端末の充電が行える。
　なお、この場合にも、配置する角度（即ち軸部９１と水平面とが成す角度）によって、
回動状態、つまり発電状態に変化がある可能性があり、例えばカバン内に置く角度を、調
整できる機構を設けてもよい。
【００３６】
　また、この図１０に示した形状のものに、衣服，ベルトなどに装着できるフックなどの
形状や機構を設けるようにして、図４に示したように直接ユーザが装着して、歩行時に振
動させて発電させてもよい。
【００３７】
　次に、本発明の第２の実施の形態を、図１１を参照して説明する。
　図１１は、本実施の形態の構成例を示した図である。図１１（ａ）は斜視図であり、図
１１（ｂ）は断面図である。図１１において図１や図１０と対応する箇所には同一の符号
を付してあり、詳細な説明については省略する。
【００３８】
　本実施の形態による携帯電話端末装置１０′は、第１の携帯電話端末本体１０ａと、第
１の携帯電話端末本体１０ａを格納する第２の携帯電話端末本体１０ｂとで構成される。
第２の携帯電話端末本体１０ｂには、図３に示した携帯電話端末装置１０を構成する各ブ
ロックのうち、表示部１１と、操作キー１２と、スピーカ１３と、マイクロホン１４と、
アンテナ１６（図示略）とを配置してある。また第１の携帯電話端末本体１０ａには、無
線電話回路１５と、二次電池１７と、電源回路１８と、整流回路電源回路１９と、発電機
３１ａ等が含まれる。すなわち、ユーザとのインタフェース部分となる各部は第２の携帯
電話端末本体１０ｂに設けてあり、それ以外のすべての部は第１の携帯電話端末本体１０
ａ内に設けてある。
【００３９】
　第１の携帯電話端末本体１０ａは、第２の携帯電話端末本体１０ｂより一回り小さい形
状としてあり、第２の携帯電話端末本体１０ｂを構成する筐体と第１の携帯電話端末本体
１０ａを構成する筐体とは、軸部３０を介して接続してある。そして、この軸部３０を回
動中心として、第１の携帯電話端末本体１０ａが、第２の携帯電話端末本体１０ｂの内部
で、矢印θａ及び矢印θｂに示す方向に自由に揺れ動くことができる構成としてある。
【００４０】
　また、回転によって、第１の携帯電話端末本体１０ａの四隅が第２の携帯電話端末本体
１０ｂの筐体に当たってしまわないように、第１の携帯電話端末本体１０ａの四隅には、
所定の角度を有する傾斜面ＩＳを設けてある。そして、第１の携帯電話端末本体１０ａの
四隅に設けられた各傾斜面のうち、下方の２面の傾斜面にはコイルバネ９４を取り付けて
あり、コイルバネ９４の弾性力により第１の携帯電話端末本体１０ａが第２の携帯電話端
末本体１０ｂに対して相対的に揺動を繰り返すことができるように構成してある。
【００４１】
　軸部３０には、発電機として機能するギヤードモータ３２を内蔵させてあり、ギヤード
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モータ３２は、軸部３０に対して、第１の電話端末本体１０ａが矢印θａ及びθｂに回動
したとき、その回動によってギヤードモータ３２の発電用軸が回るように構成してある。
そしてギヤードモータ３２は、軸の回転により起電力を得て発電を行う。
【００４２】
　本例の場合、第１の携帯電話端末本体１０ａの軸部３０に対する回転角は、第１の携帯
電話端末本体１０ａと第２の携帯電話端末本体１０ｂとの間の隙間の容積によって規定さ
れる。すなわち、第１の携帯電話端末本体１０ａの軸部３０に対する回転角度は、ある程
度制限されたものとなる。このため本例では、ギヤードモータ３２をギヤードモータ等で
構成し、第１の携帯電話端末本体１０ａの回転を数十倍程度に増速した上で、増速した回
転に基づいて発電を行うようにしてある。
【００４３】
　このように構成したことにより、ユーザの歩行などにより加わる力で、第１の携帯電話
端末本体１０ａが軸部３０を中心として揺れ動き、ギヤードモータ３２によって増速され
た回転に基づいて発電が行われるようになる。そして、発電により得られた電力で、第１
の携帯電話端末本体１０ａ内の二次電池１７が充電される。すなわち、第１の実施の形態
として示した各携帯電話端末装置と同様に、効率よく二次電池１７を充電させることがで
きる。
【００４４】
　また、本実施の形態によれば、補助部材２０や端末ホルダ７０等を別途設けることなく
、二次電源１７の充電を行えるため、ユーザの携帯電話端末１０′の使い勝手を向上させ
ることができる。つまり、従来の携帯電話端末と同一の操作感を維持しつつ、携帯端末装
置の二次電池の持続時間を長くすることができるようになる。
【００４５】
　なお、第１の携帯電話端末本体１０ａと第２の携帯電話端末本体１０ｂとの重量比が大
きいほど、つまり第２の携帯電話端末本体１０ｂに対して第１の携帯電話端末本体１０ａ
が重いほど、回転により得られる発電の量も増大する。すなわち、携帯電話端末装置１０
′を構成する部品のうち、ユーザとのインタフェース部分に配置が必要となる部品以外は
、すべて第１の携帯電話端末本体１０ａ内に格納することが望ましい。
【００４６】
　また、第２の携帯電話端末本体１０ｂに対して第１の携帯電話端末本体１０ａを保持す
るコイルバネ９４に圧電素子を設けて、圧電素子により得られた電力を、二次電池１７の
充電に充てる構成としてもよい。
【００４７】
　また、第２の実施の形態では、本発明の携帯電話端末装置１０′を、従来の携帯電話端
末装置の形状を踏襲した四角い形状としたが、これに限定されるものではない。例えば図
１２に示すように、球状に構成するようにしてもよい。図１２は、第２の実施の形態の他
の実施例による携帯電話端末装置１０′′の構成例を示す断面図である。
【００４８】
　図１２に示す携帯電話端末装置１０′′も、二次電池１７や電源回路１８（いずれも図
示略）が内蔵された第１の携帯電話端末本体１０′ａと、表示部１１や操作キー１２（い
ずれも図示略）が配置された第２の携帯電話端末本体１０ｂとよりなる。第２の携帯電話
端末本体１０ｂの側面の二箇所には、ユーザによる携帯電話端末装置１０′′の保持をよ
り容易とするために、平面部ＰＬを設けてある。
【００４９】
　そして、第１の携帯電話端末本体１０ａが、軸部３０に対して矢印で示した左右の方向
に自在に回転するよう構成してある。図１２に示した例では、第１の携帯電話端末本体１
０ａと第２の携帯電話端末本体１０ｂとを共に球形で構成してあるため、第１の携帯電話
端末本体１０ａの軸部３０に対する回転角度は制限を受けず自由に回るようになる。
【００５０】
　また、携帯電話端末装置１０′′においては、第２の携帯電話端末本体１０ｂ′に対し
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て第１の携帯電話端末本体１０ａ′を保持する軸部３０を、携帯電話端末装置１０′′の
重心位置Ｇより高い位置に設けてある。すなわち、軸部３０より重力方向で低い位置に重
心位置Ｇがくるように構成されている。このように構成したことにより、ユーザの歩行な
どにより加わる力で重心の位置が移動し、重心の位置で振り子運動が発生するようになる
。これにより、第１の携帯電話端末本体１０ｂ′の軸部３０に対する回転が持続するよう
になる。
【００５１】
　このように構成したことにより、図１１に示した構成に比べて、第１の携帯電話端末本
体１０ａ′における回転が発生しやすくなり、回転も維持されやすくなる。すなわち、回
転により発電される電力をより多くすることができる。
【００５２】
　なお、図１２に示した例においては、第１の携帯電話端末本体１０ａ′の形状が回転可
能な形状であればよく、第２の携帯電話端末本体１０ｂ′の形状は、従来の通りの四角形
としてもよい。
【００５３】
　なお、ここまで説明した各実施の形態では、携帯電話端末装置、あるいはその保持装置
に適用した例について説明したが、その他の各種携帯端末装置にも本発明は適用可能であ
る。また、各図に示した構成例は、一例を示したものであり、本発明の要旨を逸脱しない
範囲で、その他の構成とすることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の第１の実施の形態による携帯端末装置の例を示す斜視図である。
【図２】図１例の携帯端末装置の例を示す側面図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態による携帯端末装置の内部構成例を示すブロック図で
ある。
【図４】本発明の第１の実施の形態による携帯端末装置の使用例を示す説明図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態による携帯端末装置に加わる振動状態の解析モデル例
を示した説明図である。
【図６】本発明の第１の実施の形態による発生電圧波形例を示す波形図である。
【図７】本発明の第１の実施の形態の他の実施例による携帯端末装置の例を示す斜視図で
ある。
【図８】図７例の携帯端末装置の側面図である。
【図９】本発明の第１の実施の形態を適用した端末保持装置の例を示す斜視図である。
【図１０】本発明の第１の実施の形態を適用した端末保持装置の別の例を示す斜視図であ
る。
【図１１】本発明の第２の実施の形態による携帯電話端末の例を示す説明図であり、（ａ
）は斜視図であり、（ｂ）は断面図である。
【図１２】本発明の第２の実施の形態の他の実施例による携帯電話端末の例を示す断面図
である。
【符号の説明】
【００５５】
　１０…携帯電話端末本体、１０ａ…第１の携帯電話端末本体、１０ｂ…第２の携帯電話
端末本体、１１…表示部、１２…操作キー、１３…スピーカ、１４…マイクロホン、１５
…無線電話回路、１６…アンテナ、１７…二次電池、１８…電源回路、１９…整流回路、
２０…補助部材、２１…フック、３０…軸部、３１…ギヤードモータ３２…ギヤードモー
タ、５０…第１筐体、５１…軸部、５２…操作キー、５３…発電機、６０…第２筐体、６
１…表示部、７０…端末ホルダ、７１，７２…側部、７３…収納部、７４…補助部材、７
５…軸部、７６…発電機、７７…プラグ、７８…信号線、８０…携帯電話端末、８１…端
子部、９０…端末ホルダ、９１…軸部、９２…第１端末保持部、９３…第２端末保持部、
９４…コイルバネ、９５…信号線、９６…プラグ、９７…発電機、９８…整流回路、１０
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０…携帯電話端末、１０１…表示部、１０２…操作キー、１０３…端子部、ＩＳ…傾斜面

【図１】

【図２】

【図３】
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